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課金予定金額（問合せ）

課金対象の問合せ数と課金予定金額を確認することができる画面です。

課金情報

CLICK!

課金予定金額（問合せ）画面へアクセス

トップ画面のグローバルナビ『課金予定金額（問合せ）』
か、今月の課金予定金額パネルの『課金予定金額を詳しく
見る』をクリックし、課金予定金額（問合せ）画面へ移動
します。

CLICK!

１

注

意

アクション課金プランをご利用のお客様向けの機能です。

申込窓口で申込・課金管理権限を付与しているアカウントの
みご利用いただけます。

他店舗参照権限でログインした場合は表示されません。
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課金予定金額（問合せ）

課金情報

1

2

POINT

1

課金予定金額
メール・電話・来店予約ごとの課金対象の問合せ数と、指定し

た店舗の課金単価をかけ合わせて課金予定金額を表示します。
対象店舗を「全て」として検索している場合は、課金単価は表
示されません。

検索パネル
C-MATCHにログインしている窓口の申込情報に含まれる掲載法人・店舗で

の絞り込みを行い、確認したい期間を指定して、『検索』ボタンを押してく
ださい。

2

注

意

除外申請やその他の理由により、実際の請求書に記載される最終的

な金額と異なる場合があります。
表示している金額はメール、電話、来店予約に対する従量課金分の
みを表示しています。

初期表示はC-MATCHにログインしている窓口の申込情報に含まれる
すべての掲載法人、窓口の情報を表示しています。

対象法人・店舗・期間の課金予定金額を確認

2
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トップ画面について

トップ画面からも今月の課金対象の問合せ数と課金予定金額を確認することができます。

課金情報

CHECK!

「今月の課金予定金額」を確認

トップ画面から今月の課金対象の問合せ数と課金予定金額
を確認することができ、月中でも月末にどの程度のお支払
いが発生しそうなのかを予測いただけます。

注

意

アクション課金プランをご利用のお客様向けの機能です。

申込窓口で申込・課金管理権限を付与しているアカウントの
み表示されます。

他店舗参照権限でログインした場合は表示されません。
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課金対象問合せ

課金対象の問合せの一覧を確認し、問合せの除外申請を行うことができる画面です。

課金情報

CLICK!

課金対象問合せ画面へアクセス

トップ画面のグローバルナビ『課金対象問合せ』をクリッ
クし、課金対象問合せ画面へ移動します。

１

注

意

アクション課金プランをご利用のお客様向けの機能です。

掲載プランをお申込みのお客様にも表示されますがご利用で
きません（過去にアクション課金プランにお申し込みしてい

た場合、該当期間の問合せについては参照、操作可能です）
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課金対象問合せ

課金情報

1

2

POINT

1

問合せ一覧・除外申請
検索された問合せが表示されます。

同一物件への同一ユーザからの重複問合せなど、予め当社が課
金対象外と定めた問合せは、課金状況が「課金対象外」となり
ます。

詳細な定義は約款を参照ください。

検索パネル
❶問合せ番号 ❷問合せ日 ❸問合せ種別 ❹課金状況 ❺申請状況

❻ブロック の6つの条件で問合せの検索を行うことが出来ます。
検索したい条件を選択した状態で『検索』ボタンを押してください。

2

注

意

除外申請はユーザーからの問合せが「いたずら」「嫌がらせ」の場

合のみ申請が可能です。
いずれかに該当すると当社が判断した場合のみ承認されます。

除外申請期限を過ぎた問合せは申請状況が「申請不可」となります。
該当の問合せはいかなる理由があっても除外申請は行えません。

課金対象問合せの確認、除外申請の実施

2

3

問合せ一覧・除外申請
課金状況が「課金対象」かつ申請状況が「申請可能」の問合せ

は除外申請を行うことができます。
いたずらや嫌がらせの問合せと判断した場合は「申請する」ボ
タンから除外申請を行ってください。

3
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課金対象問合せ

課金情報

1

3

POINT

1

除外申請の内容
❶該当する除外申請分類 ❷問合せ元のブロック ❸申請詳細

理由・備考 の3点を選択・入力して申請を行ってください。
どのような問合せだったのかを審査時に判断するために、❸申
請詳細理由・備考は必ず詳細に記載してください。

除外申請審査基準・注意事項
除外申請を行う際の審査基準と注意事項を記載しています。

必ず審査基準と注意事項をお読みいただいた上で除外申請を行ってください。

2

注

意

フォームに記載の審査基準と注意事項を必ずお読みいただいた上で

除外申請を行ってください。

注意事項に同意した上での申請となるため、注意事項に記載されて

いる内容に関しての要求・要望はいかなる理由があっても受け付け
ません。

証憑提出がない場合、申請内容の事実確認が困難なため、審査の結
果ご希望に添えない（非承認となる）可能性が高まります。
正当な理由による申請であることを証明するため、必ず証憑のご提

出をお願い致します。

課金対象問合せの確認、除外申請の実施

2

3

送信する
除外申請内容の入力が完了したら、「注意事項に同意しまし

た」にチェックを入れて、「送信する」ボタンを押してくださ
い。

3
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課金対象問合せ

課金情報

4

申請が完了すると除外申請完了画面へ移動します。

ここまでで除外申請は完了となります。必要に応じて続けて証憑の提出を
行ってください。

申請完了

課金対象問合せへ戻る  P.5
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証憑の送付

課金情報

問合せ内容だけではいたずら・嫌がらせであることが分からない場合、別途証憑を送付いただくことが出来ます。
以下の内容をご確認いただき、除外申請日当日中に証憑の送付を行ってください。

取り扱い予定の証憑の種類

いたずら・嫌がらせであることを判断するための証憑としては以下の3種類の証憑を取り扱う予定です。
❶メール本文
❷通話録音
❸個人/法人が特定できる情報(名刺、HPなど)

１

証憑の取得方法

❶メール本文と❷通話録音については、以下の手順にて証憑をファイル形式で取得してください。
❶メール本文

お客様とやり取りしていたメールをメーラーから「.eml形式」のファイルでダウンロードし、添付してください。

❷通話録音
お客様との通話を端末の録音機能、プロバイダーの録音機能や外部端末を用いたボイスメモ、動画撮影などを用いて録音し、「音声または動画ファイル形式

（mp3/mp4など）」で添付してください。

2

iPhoneの操作画面イメージ

Outlook（Web）例 Gmail（Web）の例

メールを開く → メニューバーの「ファイル」を選択 → ダウンロードから「EMLとして

ダウンロード」を選択
メールを開く → 三点メニューから「メッセージのダウンロード」を選択

iPhone（iOS 18.1以降）の例 Androindの例

通話中に通話画面の録音ボタンをタップ
電話アプリの設定メニューから「通話録音」の設定をオン → 通話中に通話画面の録音

ボタンをタップ

注意事項 詳細

通話録音時の注意事項
お客様とのトラブル防止のために録音前に必ず「通話録音を行う」旨をお客様にお伝え下さい。
例：「弊社規定により、いたずら防止のため録音させていただきます」など
（端末の録音機能を利用した場合、自動音声にて「通話を録音します」と流れます。）

添付ファイルの拡張子

以下の拡張子のファイルのみ受け付けます。
• 音声ファイル

• mp3​ / m4a（AAC） / wav​

• 動画ファイル
• mp4 /​ mov​

ファイル加工・改ざんや再ダウンロー
ドついて

ファイルの加工や改ざんは行わないでください。
また、音声データの劣化やファイル内の一部情報の欠損の原因にもなるため、SNSや何らかのサービスを経由し
たファイル送付は行わず、極力録音した端末からそのまま送付ください。
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証憑の送付

課金情報

証憑の送付

証憑はメールにファイル添付して送付してください。

3

項目 詳細

提出日 除外申請日当日の提出のみを受け付けます（翌日以降の送付はいかなる場合も受付不可となります）

送信元メールアドレス（From） 指定はありません（C-MATCHに設定されているメアドでなくても問題ありません）

送信先メールアドレス（To） carsensor_evidence@s2.r.recruit.co.jp

添付ファイル で取得した証憑を添付してください。2

件名と本文は以下の通り記載してください。

注

意

除外申請日当日に提出されない場合、いかなる場合も受け付けません。

除外申請と証憑メールの突合に利用するため、メールには必ず問合せ番
号を記載ください。問合せ番号が間違っていた場合、証憑は受け付けま

せん。
問合せ番号が間違っていた場合のご連絡も致しません。

件名：[問合せ番号]_[お客様コード]除外申請の証憑添付

本文：
以下の問合せに関して、証憑の添付をいたします。

問合せ番号：[問合せ番号]
お客様コード：[お客様コード]

CHECK!

問合せ番号は「課金対象問合せ」画面の問合せ一覧からコピー&ペー
ストしてください。
お客様コードは「お客様情報画面」の「お客様コード」をコピー&
ペーストしてください。

CHECK!

mailto:carsensor_evidence@s2.r.recruit.co.jp
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各画面の利用権限について

課金情報

画面 機能

申込窓口 掲載窓口 申込窓口兼掲載窓口

申込・課金管理権限
アカウント

通常アカウント 通常アカウント
申込・課金管理権限

アカウント
通常アカウント

トップ 今月の課金予定金額パネル表示 ◯ × × ◯ ×

トップ 課金予定金額（問合せ）メニュー ◯ ◯ × ◯ ◯

トップ 課金対象問合せメニュー ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

課金予定金額（問合せ） 件数・単価・金額表示 ◯ × × ◯ ×

課金対象問合せ 問合せ表示 × × ◯ ◯ ◯

課金対象問合せ 除外申請 × × ◯ ◯ ◯

ログインしている窓口やアカウントの利用権限に基づいて、表示・操作できる画面が異なるためご注意ください。
なお、「課金予定金額（問合せ）」機能は、他店舗参照権限ではご利用できません。
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